
 

 

令和５年９月１９日 

組合員 各位 

 

協同組合新潟県異業種交流センター 

 理 事 長  小 林  元  

 

当組合当組合当組合当組合のののの請求書はインボイスであることのお知らせ請求書はインボイスであることのお知らせ請求書はインボイスであることのお知らせ請求書はインボイスであることのお知らせ    

 

拝啓 仲秋の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

平素は組合活動に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、掲題の件ですが、この度税務当局に相談の結果、請求項目全てがインボイスとして使

用しても構わないとの見解をいただきました。したがいまして、令和５年１月に当組合発行の

請求書

請求書請求書

請求書が

がが

が手数料分インボイス

手数料分インボイス手数料分インボイス

手数料分インボイスのみと手紙にてお知らせいたしましたが、全

全全

全ての項目が

ての項目がての項目が

ての項目がインボイ

インボイインボイ

インボイ

ス

スス

スとして使用できることになりました

として使用できることになりましたとして使用できることになりました

として使用できることになりましたので、ご報告させていただきます。 

また、当組合といたしましては現在、組合ＨＰから各組合員企業様の請求書をダウンロード

して頂く準備を進めております。つきましては、ＨＰ上における登録ページで、アンケートと

ｅ－ｍａｉｌアドレスの登録がお済みでない組合員企業様は、申し訳ございませんが令和

令和令和

令和５年

５年５年

５年

９月３０

９月３０９月３０

９月３０日まで

日まで日まで

日までに登録をお願いいたします。 

なお、登録頂いたｅ－ｍａｉｌアドレスは、各組合員企業様のダウンロードページへのアク

セスＩＤとして使用させて頂くとともに、請求書掲載完了お知らせメール等にも使用させて頂

く予定です。 

 猛暑の中、事業運営に苦慮されているかと存じますが、何卒ご協力いただきますようお願い

いたします。 

敬 具 

 

■アンケート及びｅ－ｍａｉｌアドレス登録ＵＲＬ 

         https://niks.or.jp/info/202209/ 

         ※ ＨＰの最初のページにリンクバナーもあります 

https://niks.or.jp/ 

以上 

 

お 問 合 せ 先 

（協）新潟県異業種交流センター 

〒940-0065 新潟県長岡市坂之上町 2-5-8 

℡：０２５８－３６－９００３ 

fax：０２５８－３４－０１９５ 

e－mail：info@niks.or.jp 

URL：http://www.niks.or.jp/ 

 


